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下請負等における市内業者の活用促進について 

 

本市では、かねてより建設工事等の発注にあたりまして、地域経済の活性化及び市

内業者の育成・振興と地域雇用の促進を図る観点から、『富士見市地元企業優先発注

等に係る実施方針』を定め、市内業者への優先発注に努めております。 

つきましては、市内業者の受注機会の確保の観点から、本市発注工事等を受注され

た際には、下記事項にご配慮いただきたくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１.下請発注における市内業者の活用 

本市発注工事の施工に際し下請発注する場合は、市内業者を優先して活用す

るよう努めてください。 

 

２.建設資材、建設機械等の購入や借入れにおける市内業者の活用 

工事の施工に必要な建設資材は市内生産物を優先して使用するよう努めると

ともに、建設資材、建設機械等を購入又は借入れする場合においても、市内業

者を優先して活用するよう努めてください。 

 

３.下請発注における建設業法等の関連法令の遵守について 

工事を下請発注する場合は、適正な価格で請け負わせるとともに、適正な期

間内に下請代金を支払うなど、建設業法等の関係法令を遵守してください。 
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